
2019年度定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
株式会社の支配に関する基本方針
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

明和産業株式会社

上記の事項につきましては、法令および定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.meiwa.co.jp）に掲載することにより株主の皆様に提供して
おります。
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会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制」という）

当社は、取締役会において、会社法第399条の13第１項第１号ハに定める内部統制の体制の整備に関する
基本方針を、次のとおり決議しております。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制
a) 取締役が法令・定款及び当社の経営理念を
遵守することが企業経営における最優先事
項と位置づけ、取締役の職務の執行が法令
及び定款に適合することを確保するため、
「役職員行動規範」「コンプライアンス基本
規定」等を定める。

b) コンプライアンスの徹底をはかるため、
担当取締役を任命し管理監督を行う。

c) 取締役は、重大な法令違反その他コンプラ
イアンスに関する重要な事実を発見した場
合、取締役会に報告するものとする。

d) コンプライアンス担当取締役は業務執行
部門の責任者を部門責任者として配置し、
事務局との連携により所管グループ各社を
含め、実効性の確保に努める。

e) 取締役は、適正な財務報告書を作成するこ
とが社会的信用の維持・向上のために極め
て重要であることを認識し、財務報告の適
正性を確保するため、財務報告書の作成過
程において虚偽記載ならびに誤謬等が生じ
ないよう実効性のある内部統制を構築す
る。

f) 反社会的勢力の排除を「役職員行動規範」
に定め、不当な利益供与等に対しては、断
固たる態度で対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管
理に関する体制
a)「文書取扱規定」に基づき、管理責任者は
次の各号に定める文書（電磁的記録を含
む。以下同じ）を関連資料とともに保存す
る。
・株主総会議事録
・取締役会議事録

・その他取締役の職務執行に関する重要な
文書

b) 前号の他、会社業務に関する文書の保存
及び管理については「文書取扱規定」及び
「文書保存基準」に基づき適正に保存・管
理する。

c) 当社が保存または管理する電磁的記録につ
いては、「情報処理規定」に基づきセキュ
リティを確保し、情報の毀損や外部への流
出を防止する。

d) 取締役は各業務執行部門が保存及び管理
する情報を常時、直接、閲覧・謄写または
複写することができる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) 職務遂行に伴うリスクについては、商品価
格変動リスク、為替変動リスク、カントリ
ーリスク、与信リスク、リーガルリスク、
情報管理リスク、自然災害リスクなど様々
なリスクがあり、リスク毎に責任部署を定
めて対応する。

b) 取引・信用管理・見越極度管理等につい
ては、リスク管理に関する規定を定める。

c) 執行役員は各業務執行部門を指揮し、リス
ク区分に対応するコーポレート部門の各部
との連携を保ち社内諸規定を遵守する方策
を確保することにより当社の損失の危険を
回避・予防する。また、重大な損失の危険
が現実化した場合には、すみやかに取締役
会に報告する。

d) 事業部門は、諸規定に基づく権限の範囲
内で職務を遂行する。権限を越える職務を
行う場合は、経営会議もしくは取締役会に
よる決裁を要し、承認された職務の遂行に
係るリスクを管理する。
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e) コーポレート部門は、リスク管理のための
方針・体制・手続等を定め、リスク状況を
把握し適切に管理する。

f) 監査部は各業務執行部門のリスク管理の状
況を監査するための監査計画、及びその結
果を定期的に社長及び監査等委員会に報告
し、監査結果の重要な事項については取締
役会に報告する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われること
を確保するための体制
a) 取締役会は権限分配を含めた効率的な業務
遂行システムを構築し、職務執行の効率
化・迅速化を図る。

b) 業務運営に関する個別経営課題について
は、実務的な観点から執行役員、部門長、
支店長等によって構成される経営会議にお
いて審議する。経営に関する重要事項につ
いては、その審議を経て取締役会において
職務の執行の決定を行う。

c) 定款において取締役会での決議の省略（書
面決議）を定めており、緊急かつ簡易な案
件に関する承認手続きの効率化を図る。

d) 職務執行に係る権限の委譲に関する規定
を定め、必要な手続きを経て承認を得た範
囲内で権限委譲を行うことにより、取締役
の職務執行の効率化を図る。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制
a) 使用人が法令・定款及び当社の経営理念を
遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するため、「役職員行動規
範」「コンプライアンス基本規定」等を定
め、全ての使用人に対し周知徹底する。

b) 使用人は「コンプライアンス基本規定」
により、重大な法令違反その他コンプライ
アンスに関する重要な事実を発見した場
合、業務執行部門の責任者に報告するもの
とする。

c) コンプライアンスに関する報告・相談窓口
を設置し、利用者の匿名性を担保するとと
もに不利益を蒙らない仕組みとする。

d) コンプライアンス違反者に対しては、就
業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処す
る。

⑥ 当社ならびにその子会社から成る企業集団に
おける業務の適正を確保するための体制
a) 子会社の管理は、「事業投資管理規定」を
制定し、子会社に対し適切な管理を行う。
・子会社の管理責任は事業を所管する部門
長、事業部長、部長（以下「部門長等」
という。）が負い、部門長等が指名する
者が子会社の経営に遺漏のない管理を行
う。
・子会社を所管する部門、事業部、部（以
下「部門等」という。）は、会議への出
席等を通じて経営戦略について情報の共
有と連携を図る。
・子会社には原則として取締役を派遣し、
当社の意思を経営に反映するとともに、
損失の危険が生じた場合は直ちに所管部
門長等へ報告を行う。
・子会社には原則として監査役を派遣し、
監査結果について所管部門長等、コーポ
レート部門長等に報告する。
・所管部門等は子会社の重要事項を所管部
門長等に報告・経伺し審議を行う。特に
重要な事項については経営会議もしくは
取締役会において審議を行う。

b) 当社の「役職員行動規範」に準じ、各子
会社の特性を踏まえた自社の「役職員行動
規範」の策定を指導し、コンプライアンス
の徹底を図る。

c) 監査部は子会社の内部統制の有効性を監査
するための監査計画、及びその結果を社長
及び監査等委員会ならびに各業務執行部門
の責任者に報告し、監査結果の重要な事項
については取締役会に報告する。
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⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び
使用人に関する事項ならびにその独立性及び
指示の実効性の確保に関する事項
a) 代表取締役は、監査等委員会事務局を設置
し監査等委員会の職務を補助する使用人
（以下「補助使用人」という。）を配置す
る。

b) 補助使用人の人選は、監査等委員会の職
務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査
等委員会または常勤の監査等委員と協議の
うえ決定する。

c) 補助使用人は、当社の就業規則に従うが、
当該職務に関する指揮命令権は監査等委員
会に属するものとし、異動･評価･懲戒等の
人事事項については監査等委員会または常
勤の監査等委員と事前協議のうえ実施す
る。

⑧ 監査等委員会への報告及び報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを受けないことを
確保するための体制
a) 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び
業務の執行状況を把握するため、経営会議
のほか全ての会議または委員会等に出席
し、報告を受けることができる。

b) 取締役（監査等委員を除く）及び使用人
は、監査等委員会が求める重要な書類につ
いては、速やかに監査等委員会に提出す
る。

c) 取締役（監査等委員を除く）及び使用人
は、監査等委員会が求める重要な事項につ
いては、速やかに監査等委員会に報告す
る。

d) 取締役（監査等委員を除く）及び使用人
は、当社または子会社の業務執行に関し、
監査等委員会にコンプライアンス、リスク
管理等に関する報告・相談を直接行うこと
ができる。

e) 子会社の役職員が、監査等委員会にコンプ
ライアンス、リスク管理等に関する報告･
相談を行う体制を確保する。

f) 監査等委員会は、定期的に代表取締役との
意見交換会を開催し、必要に応じ執行役員
及び使用人との連絡会を開催し報告を受け
ることができる。

g) 執行役員及び使用人は、監査等委員会が事
業の報告を求めた場合、または業務及び財
産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確
に対応する。

h) 監査等委員会は、執行役員による子会社管
理の監査を行うため、主要な子会社の往
査、子会社の監査役との日常の連携及び子
会社監査役連絡会等を通じて、子会社から
報告を受けることができる。

i) 監査等委員会に報告・相談を行った取締役
（監査等委員を除く）及び使用人もしくは
子会社の役職員に対し、報告・相談を行っ
たことを理由とする不利益な取扱いの禁止
を規定する。

⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用
または債務の処理に係る方針に関する事項
代表取締役は、監査等委員の職務の執行に協
力し監査の実効を担保するため、監査費用のた
めの予算措置を行い、監査等委員会の職務の執
行に係る費用等の支払いを行う。
⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制
a) 代表取締役は「監査等委員会監査等基準」
に定める監査等委員会監査の重要性・有用
性を十分認識し、監査等委員会監査の環境
整備を行う。

b) 監査等委員会は、社長直轄の内部監査部
門である監査部に監査の指示を行うことが
できる。
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c) 監査等委員会は、コーポレート部門、その
他の各部門に対して、随時必要に応じ、監
査への協力を指示することができる。

d) 監査等委員会は、会計監査人と監査業務
の品質及び効率を高めるため、情報・意見
交換等の緊密な連携を図る。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の基本方針に基づいて、内部統制
の体制の整備とその適切な運用に努めておりま
す。当期において実施いたしました運用状況の概
要は以下のとおりです。
① コンプライアンス
代表取締役やコンプライアンス担当取締役等
により構成するコンプライアンス委員会が、コ
ンプライアンス関連規定の整備、内部通報窓口
の設置・運用、教育啓蒙活動（研修、eラーニ
ング、情報提供など）を主導し、継続的に実施
しています。
また、各部門にコンプライアンス推進担当者
を任命し、グループ内研修の実施や日常の業務
を通してコンプライアンス体制の整備を図りま
した。
② リスク管理
取締役は、各業務執行部門を指揮し、事業活
動に重大な影響を及ぼすリスクを把握し適切な
管理に努め、特に与信管理については、経営会
議への付議等により、リスクの回避・防止を図
りました。
監査部は、各業務執行部門のリスク管理の状
況を監査し、その結果を定期的に社長に報告
し、重要な事項については経営会議や取締役会
へ報告を行いました。

③ 子会社の管理
事業投資管理規定に定めた事項について、子
会社を所管する部門より当社の経営会議に付
議・報告が行われ、特に重要な事項について
は、当社の取締役会へ付議・報告が行われてお
ります。
監査部は、子会社の内部統制の有効性を監査
し、社長及び常勤監査等委員に対して結果報告
を行いました。
④ 監査等委員会監査
監査等委員会が決定した監査計画に基づき、
経営会議など重要会議への出席、支店往査、事
業部門・コーポレート部門のヒアリング及び子
会社調査等を行ったほか、子会社・関連会社の
監査役との連絡会議の開催などを行いました。
会計監査人に対しては、監査の独立性と適正
性を監視し、監査計画・会計監査結果の報告を
受け情報交換・意見交換を行いました。監査部
とは、定期的及び必要の都度、相互に情報交
換・意見交換を行い、連携を密にして監査の実
効性と効率性の向上を図りました。

（3）株式会社の支配に関する基本方針
当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買
収防衛策」につきましては、特に定めておりませ
ん。
一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業

価値及び株主共同の利益に資さないものについて
は適切な対応が必要と考えており、今後の法制度
の整備や社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討
を行ってまいります。

以 上
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連結株主資本等変動計算書
（自2019年４月１日 至2020年３月31日）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2019年４月１日残高 4,024 2,761 23,288 △4 30,070
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △66 △66

会計方針の変更を反映した
2019年４月１日残高 4,024 2,761 23,221 △4 30,003

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,255 △2,255
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,091 2,091
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － △163 － △163
2020年３月31日残高 4,024 2,761 23,058 △4 29,840
　

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算調 整 勘 定
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2019年４月１日残高 3,157 △2 282 △473 2,963 244 33,277
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 △66

会計方針の変更を反映した
2019年４月１日残高 3,157 △2 282 △473 2,963 244 33,211

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,255
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,091
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △1,403 0 △568 △105 △2,076 10 △2,066

連結会計年度中の変動額合計 △1,403 0 △568 △105 △2,076 10 △2,229
2020年３月31日残高 1,753 △1 △286 △579 887 254 30,982
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事
項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び名称
連結子会社の数 ６社
連結子会社の名称
十全㈱、東京グラスロン㈱、ソーケン
㈱、㈱明和セールス、明和産業（上海）
有限公司、㈱武田商事

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
Meiwa Vietnam Co., Ltd.
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模であり、合計の
総資産、売上高、当期純損益（持分に見
合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等は、いずれも連結計算書類に重要
な影響を及ぼしていないためでありま
す。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数及び主要な
会社等の名称
持分法を適用した関連会社の数 ３社
主要な会社等の名称
㈱鈴裕化学、クミ化成㈱
クミ化成㈱については、同社の子会社６社
に対する投資について持分法を適用して認
識した損益が連結計算書類に与える影響が
大きいため、当該６社の損益をクミ化成㈱
の損益に含めて計算しており、持分法適用
会社数はクミ化成㈱グループ全体を１社と
して表示しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称等
主要な会社等の名称
Meiwa Vietnam Co., Ltd.
持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社
は、当期純損益（持分に見合う額）及び
利益剰余金（持分に見合う額）等からみ
て、持分法の対象から除いても連結計算
書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないためでありま
す。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載すべ
き事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算
日と異なる会社については、当該会社の事
業年度に係る計算書類を使用しておりま
す。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、明和産業（上海）有限公
司の決算日は、12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては連結決算日
現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使
用しております。なお、その他の連結子会社
の事業年度の末日は、連結決算日と一致して
おります。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

② デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法
当社及び連結子会社は主として先入先出
法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下による簿価切下げの方法により
算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社は建物については定率法を、建物以
外については主に貸与資産であり定額法
を、国内連結子会社は主として定率法
を、また在外連結子会社は定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであり
ます。
建物 10年 ～30年
構築物 ５ 年 ～15年
機械及び装置 ５ 年 ～ ８ 年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５年）
に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引
に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しておりま
す。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、支給見込額に基づき当連結会
計年度に見合う分を計上しております。
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③ 役員退職慰労引当金
子会社の一部では、役員の退職慰労金の
支出に備えるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。

④ 受注損失引当金
顧客との契約関係から生じる将来の損失
に備えるため、受注残高、契約条件並び
に取引慣行等を勘案した合理的な見積も
りに基づき計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項
① ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。な
お、為替予約についてはすべて振当処理
の要件を満たしているため、振当処理を
採用しております。

② 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当連結会計年度までの期間
に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
数理計算上の差異及び過去勤務費用の費
用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度
の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理しております。
過去勤務費用は、主としてその発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法によ
り費用処理しております。

③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税
抜方式によっております。

（会計方針の変更）
１．ASC第606号「顧客との契約から生じる収
益」の適用
持分法適用会社において、当連結会計年度よ
りASC第606号「顧客との契約から生じる
収益」を適用しております。これにより、約
束した財又はサービスが顧客に移転された時
点で、当該財又はサービスと交換に権利を得
ると見込む対価を反映した金額で、収益を認
識しております。
当該会計基準の適用については、経過措置と
して認められている当該会計基準の適用によ
る累積的影響を適用開始日に認識する方法を
採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金
に加減しております。
この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余
金が66百万円減少しております。

２．IFRS第16号「リース」の適用
在外連結子会社において、当連結会計年度よ
りIFRS第16号「リース」を適用しておりま
す。
なお、当該会計基準の適用が連結計算書類に
及ぼす影響は軽微であります。

（表示方法の変更）
１．連結損益計算書
前連結会計年度において独立掲記しておりま
した「営業外費用」の「為替差損」は、金額
的重要性が乏しくなったため、当連結会計年
度より「その他」に含めて表示しておりま
す。
前連結会計年度において「営業外費用」の
「その他」に含めておりました「外国源泉税」
は金額的重要性が高まったため、当連結会計
年度より独立掲記しております。
前連結会計年度において「特別損失」に独立
掲記しておりました「減損損失」は金額的重
要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ
り「その他」に含めて表示しております。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

1,148百万円
２．保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入
金に対して、次のとおり債務保証を行ってお
ります。
非連結子会社及び関連
会社の銀行借入等 95百万円

３．担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
投資有価証券 70百万円
(2) 担保に係る債務
仕入債務 42百万円

４．売上債権の流動化
受取手形譲渡額 20百万円
売掛金譲渡額 30百万円
売掛金流動化に伴う
遡及義務額 6百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項
当連結会計年度末における発行済株式の数
普通株式 41,780,000株

２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2019年６月25日
定時株主総会 普通株式 417百万円 10円 2019年３月31日 2019年６月26日

2019年11月14日
取締役会 普通株式 1,837百万円 44円 2019年９月30日 2019年12月３日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2020年６月25日開催予定の2019年度定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 501百万円
１株当たり配当額 12円
基準日 2020年３月31日
効力発生日 2020年６月26日
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、製品及び原料の販売をはじめとする基本的な事業活動を行うための運転資金を、主に
銀行借入により調達しております。また、余剰資金は流動性の高い短期的な預金等により運用しており
ます。デリバティブ取引については、為替相場及び金利相場の変動に対するリスクヘッジを目的として
おり、投機的な運用は行わない方針であります。
設備投資、事業投資等に必要な資金については、資金計画に基づいて調達方法を決定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当社グループは、信
用管理規定等に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理し、定期的にモニタリングするとともに、主な
取引先の信用状況、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒され
ておりますが、時価や取引先企業の財務状況等の把握、並びに経済合理性や取引先企業との関係を勘案
した保有意義の見直しを定期的に実施しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、大部分は１年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転
資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、外貨建予定取引に係る為替相場の変動に対するリスクヘッジを目的とする先物為
替予約取引であり、取引限度額や決裁権限等を定めた社内ルールに従い、財務担当部門が管理・運用を
行っております。

２．金融商品の時価に関する事項
2020年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが、極めて困難と認められるものは、次表には含
まれていません（(注２)参照）。

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 6,985 6,985 －
(2) 受取手形及び売掛金 35,039 35,039 －
(3) 投資有価証券
その他有価証券 3,772 3,772 －

資産計 45,796 45,796 －
(1) 支払手形及び買掛金 24,201 24,201 －
(2) 短期借入金 4,493 4,493 －

負債計 28,694 28,694 －
デリバティブ取引(※) △1 △1 －
(※) デリバティブ取引は、債権と債務を差し引きした金額を表示しております。
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

(3) 投資有価証券
その他有価証券
株式は取引所の価格によっております。

負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次の
とおりです。

(単位：百万円)
ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ
対象

契 約 額 等
時価 当該時価の

算定方法うち１年超

為替予約等の
振当処理

為替予約取引

先物為替相場に
よっている

売建
米ドル

売掛金
616 － △1

人民元 671 － △1
買建
米ドル

買掛金
992 － 1

人民元 38 － △0
ユーロ 6 － －

(注２)非上場株式及び出資金（連結貸借対照表計上額8,782百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ
ュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有
価証券」には含めていません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 735円76銭
１株当たり当期純利益 50円09銭
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株主資本等変動計算書
（自2019年４月１日 至2020年３月31日）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計
百万円 百万円 百万円

2019年４月１日残高 4,024 2,761 2,761
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － －
2020年３月31日残高 4,024 2,761 2,761

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本合計
利 益 準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2019年４月１日残高 337 8,702 9,040 △4 15,822
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,255 △2,255 △2,255
当 期 純 利 益 1,615 1,615 1,615
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － △639 △639 － △639
2020年３月31日残高 337 8,063 8,400 △4 15,182
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評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

百万円 百万円 百万円 百万円
2019年４月１日残高 2,699 △2 2,697 18,519
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,255
当 期 純 利 益 1,615
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) △1,254 0 △1,253 △1,253

事業年度中の変動額合計 △1,254 0 △1,253 △1,892
2020年３月31日残高 1,445 △1 1,443 16,626
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下による簿価切下げの方法に
より算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
建物については定率法を、建物以外につい
ては主に貸与資産であり、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は次のとおりでありま
す。
建物 10年 ～18年
構築物 ５ 年 ～15年
機械及び装置 ５ 年 ～ ８ 年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５年）に
基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に
係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一
般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
しております。

(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、支給見込額に基づき当期に見合う
分を計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度
から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法により費用処理しておりま
す。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤
務費用の貸借対照表における取扱いが連結
貸借対照表と異なります。

(4) 受注損失引当金
顧客との契約関係から生じる将来の損失に
備えるため、受注残高、契約条件並びに取
引慣行等を勘案した合理的な見積もりに基
づき計上しております。
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４．その他計算書類の作成のための基本となる重
要な事項
(1) ヘッジ会計の処理
繰延ヘッジ処理によっております。なお、
為替予約についてはすべて振当処理の要件
を満たしているため、振当処理を採用して
おります。

(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜
方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）
１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区
分表示したものを除く）
短期金銭債権 2,479百万円
長期金銭債権 479百万円
短期金銭債務 1,002百万円

２．資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

600百万円
３．保証債務
他の会社等の金融機関等からの借入債務及び
取引先からの仕入債務に対し、保証を行って
おります。
十全㈱ 32百万円
明和産業（上海）
有限公司 2,610百万円

Meiwa (Thailand)
Co., Ltd. 51百万円

Thai Meiwa
Trading Co., Ltd. 43百万円

計 2,738百万円
４．売上債権の流動化
受取手形譲渡高 20百万円
売掛金譲渡高 30百万円
売掛金流動化に伴う
遡及義務額 6百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引
営業取引による取引高
売上高 7,932百万円
仕入高 1,099百万円
営業取引以外の取引による取引高

690百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当事業年度末における発行済株式の数
普通株式 41,780,000株

２．当事業年度末における自己株式の数
普通株式 16,773株

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 133百万円
投資有価証券評価損 319百万円
関係会社株式評価損 138百万円
貸倒引当金損金算入
限度超過額 184百万円

退職給付引当金 109百万円
その他 232百万円
繰延税金資産小計 1,116百万円
評価性引当額 △579百万円
繰延税金資産合計 537百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価
差額金 △515百万円

その他 △1百万円
繰延税金負債合計 △516百万円

繰延税金資産の純額 20百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に
算入されない項目 1.85％

受取配当金等永久に益金
に算入されない項目 △10.08％

外国源泉税 0.66％
住民税均等割等 0.43％
評価性引当額 △6.29％
その他 △0.09％
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 17.10％
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（関連当事者との取引に関する注記）
１．親会社及び法人主要株主等

(単位：百万円)

属 性 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

その他の
関係会社 三菱商事㈱ 被所有

直接 33.1%

商品の売買
同社従業員３人が
役員に就任
３人が被出向

商品の販売他 21 売掛金 13

商品の購入他 395 買掛金 116

(注)商品販売価格及び商品購入価格は、国内取引においては主として市場実勢価格を基準にして取引の都度決定しており、また、貿易取引にお
いては主として双方の採算に基づく見積りを提示して取引の都度、交渉により決定しております。

　
２．子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

属 性 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

十全㈱ 所有
直接 90.4%

商品の売買
資金の借入
当社役員２人
従業員３人が
役員に就任

商品の販売他 113 売掛金 36
商品の購入他 93 買掛金 32
資金の借入 120 短期借入金 810支払利息 2
受取配当金 100 － －

－ － 保証債務 32

東京
グラスロン㈱

所有
直接 97.1%

商品の売買
当社従業員
５人が役員に
就任

商品の販売他 3,479 受取手形 483
売掛金 966

商品の購入他 5 買掛金 0
受取配当金 32 － －
支払利息 3 － －

㈱明和セールス 所有
直接 100.0%

資金の貸付
当社役員２人
従業員４人が
役員に就任

資金の貸付 19 破産更生債権等 479

受取利息 7 － －

明和産業（上
海）有限公司

出資
直接 100.0%

商品の売買
当社役員２人
従業員６人が
役員に就任

商品の販売他 1,788 売掛金 344
商品の購入他 69 買掛金 6
受取配当金 419 未収入金 1

－ － 保証債務 2,610

関連会社

クミ化成㈱
所有
直接 39.9%
間接 0.3%

商品の売買
当社役員１人
従業員等３人が
役員に就任

商品の販売他 151 電子記録債権 33
売掛金 8

商品の購入他 23 買掛金 10
受取配当金 53 － －

P.T. Pakarti
Riken Indonesia

所有
直接 20.0%

商品の売買
当社従業員
１人が
役員に就任

商品の販売他 91 売掛金 42

受取配当金 42 未収入金 40

(注)１．商品販売価格及び商品購入価格は、主として市場実勢価格を基準として取引の都度決定しております。支払条件については一般の支払
条件に準じております。

２．十全㈱からの借入金については、グループ間での資金集中管理のため、同社の余剰資金を預っているものであり、借入利率について
は市場金利等を勘案して決定しております。

３．子会社に対する貸付については、運転資金として貸付けたものであり、利率は市場金利を勘案して決定しております。
４．子会社及び関連会社等に対し、合計479百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において合計195百万円の貸倒

引当金繰入額を計上しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 398円12銭
１株当たり当期純利益 38円69銭

（その他の注記）
退職給付関係
(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として、確定給付企業年
金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務及びその内訳
退職給付債務 5,518百万円
年金資産 △4,372百万円
未積立退職給付債務 1,145百万円
未認識過去勤務費用 29百万円
未認識数理計算上
の差異 △819百万円

退職給付引当金 356百万円
(3) 退職給付費用の内訳
勤務費用 158百万円
利息費用 55百万円
期待運用収益 △92百万円
過去勤務費用の
費用処理額 △10百万円

数理計算上の差異の
費用処理額 97百万円

退職給付費用合計 207百万円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
割引率 1.0％
長期期待運用収益率 2.0％
退職給付見込額の
期間配分方法 給付算定式基準

過去勤務債務の
処理年数 10年

数理計算上の差異の
処理年数 10年
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